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■基幹相談支援センターの設置にあたっては、既存の法人・事業所の合併は行わず、各法人・事業所の主体性を尊重しつつ、
役割分担を行いながら進めていく

■また、地域全体の体制構築を通じ、各法人・事業所の主体的な人材育成を行っていく必要があり、それには相応の時間を
要することから、無理をせず次の３つのステップを経ながら計画的に進めていく

相談支援専門員を育成するため、市内４事業所の人員配置
を２人体制に拡充
○人員配置（常勤換算４人）

嵐北:4人 嵐南:2人 栄:０人 下田:2人

ステップ１

嵐南・栄地区の相談支援専門員を増員し、各地区に障がい
者支援センター(総合窓口型)を設置
○人員配置（常勤換算５人）

嵐北:4人 嵐南・栄：4人 下田:2人

ステップ２

基幹相談支援センターに配置するアドバイザー職員（精神・
療育）を確保し、基幹相談支援センターを開設
○人員配置（常勤換算７人）

アドバイザー:2人 嵐北:4人 嵐南・栄:4人 下田:2人

ステップ３
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基幹相談支援センターを核に、各地区に設置する
障がい者相談支援センターと連携し、相談支援を
効果的かつ効率的に行っていく

※栄地区の事業所として想定していた「さかえ福祉会」
が受託困難になったため、栄地区単独ではなく、嵐南
地区と合わせた中で対応することとした

１ 三条市の相談支援事業の方向性（１/２）

相談支援体制の将来の全体像

H30.５.15理事者協議の決定事項

基幹相談
支援センター

嵐南・栄地区
県央福祉会

嵐北地区
手をつなぐ
育成会

・
青空福祉会

下田地区
ひめさゆり福祉会

障がい者相談支援センター
(総合窓口型)

困難事例

計画相談 一般相談

三条市が
相談支援事業

を委託

新規事業所

第６期障がい福祉計画（H33年度～H35年度）

第5期障がい福祉計画（H30年度～H32年度）

第4期障がい福祉計画（H27年度～H29年度）

対応

各センターの
評価・指導



１ 三条市の相談支援事業の方向性（２/２）

嵐南・栄地区に相談支援事業所を1事業所増設

現在、相談支援事業を委託している社会福祉4法人は、現行の事業運営が精一杯

三条市社会福祉協議会に新規参入を打診 → 承諾

平成31年度当初予算:委託料として520万円増額（社協分）

基幹相談支援センターに配置する職員2人(精神･療育)を確保し、

市が基幹相談支援センターを開設
※(仮称)地域連携センター内に設置する方向で調整

平成31年度

平成33年度
※第６期障がい福祉計画

連携
(仮称)地域連携

センター

基幹相談支援センターの(仮称)地域連携センターへの移管を目指す

平成36年度
※第7期障がい福祉計画
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２ 基幹相談支援センター立上げに向けた取組

１ 計画推進（相談支援）作業部会で内容を整理
参集者：指定相談支援事業所（特定・一般・児童） 相談支援専門員

圏域地域生活支援センターハート 阿部アドバイザー
三条市社会福祉協議会
市

頻度：月１回
内容：基幹相談支援センターに持たせる機能（案）の整理

平成33年度立ち上げに向けたスケジュール（案）設定 等

２ 計画推進（相談支援）部会で協議
内容：上記作業部会で整理した事項について協議

３ 地域自立支援協議会全体会で決定

協議事項

時期 平成30年度 平成31年 平成32年

内容

・他市の状況について
・他市視察
・付与機能について
・スケジュールについて

・各機能の詳細について
・相談支援事業所との連携
について

等



出典：「平成30年度新潟県相談支援従事者初任者研修」資料より
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３ 基幹相談支援センターの役割のイメージ

基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障
害）及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。

※ 平成２４年度予算において、地域生活支援事業費補助金により、基幹相談支援センターの機能強化を図るための、①専門的職員の配置、②地域 移行・地域
定着の取組、③地域の相談支援体制の強化の取組に係る事業費について、国庫補助対象とした。

また、社会福祉施設等施設整備費補助金等により、施設整備費について国庫補助対象とした。

相談支援専門員、社会福祉士、

精神保健福祉士、保健師等

総合相談・専門相談

地域移行・地域定着権利擁護・虐待防止

地域の相談支援体制の強化の取組

・成年後見制度利用支援事業

・虐待防止
※  市町村障害者虐待防止センター（通報受理、

相談等）を兼ねることができる。

障害の種別や各種ニーズに対応する

・ 総合的な相談支援（３障害対応）の実施

・ 専門的な相談支援の実施

・入所施設や精神科病院への働きかけ

・地域の体制整備に係るコーディネート

運営委託等

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

児童発達
支援センター

基幹相談支援センター

（相談支援事業者）

協 議 会

・相談支援事業者への専門的指導、助言

・相談支援事業者の人材育成

・相談機関との連携強化の取組

平成29年度設置市町村数：518
設置個所数：544

（一部共同設置）
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４ 現行の相談支援体制の概略

相談支援事業名等 配置メンバー 業務内容 実施状況等

基幹相談支援センター 定めなし
（地活要綱例示）
相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師 等

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組
 地域の相談事業者への専門的な指導

助言、・人材育成
 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

■1,741市町村中
367市町村(H26.4)21%
429市町村(H27.4)25%
473市町村(H28.4)27%
518市町村(H29.4)30%
→544カ所

障害者相談支援事業
実施主体：市町村→指定特
定相談支援事業者、指定一般
相談支援事業者への委託可

定めなし  福祉サービスの利用援助（情報提供、
相談等）

 社会資源を活用するための支援（各種
支援施策に関する助言・指導）

 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介 等

■全部又は一部を委託
1,570市町村（90%）
■単独市町村で実施57%
※H29.4時点

指定特定相談支援事業所
指定障害児相談支援事業所

専従の相談支援専門員
（業務に支障なければ兼
務可）、管理者

 基本相談支援
 計画相談支援等
・サービス利用支援、
・継続サービス利用支援

※特定事業所加算を受けている場合は24時
間対応及び困難事例にも対応する場合あり

■ 5,942ヶ所(H26.4)
7,927ヶ所(H27.4)15,575人
8,684ヶ所(H28.4)17,579人
9,364ヶ所(H29.4)19,252人

※障害者相談支援事業受託事業所数
2,365ヶ所(25%)

指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行支
援従事者(兼務可）、う
ち１以上は相談支援専
門員、管理者

 基本相談支援
 地域相談支援等
・地域移行支援
・地域定着支援 等

■ 3,299ヶ所(H27.4)
3,357ヶ所(H28.4)
3,420ヶ所(H29.4)

出典：「平成30年度新潟県相談支援従事者初任者研修」資料より



＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

主な担い手⇒基幹相談支援センター、地域（自立支援）協議会

a. 基本相談支援を基
盤とした計画相談
支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体
制の 整備や社会資源の
開発など

 総合的・専門的な相談の実施
 地域の相談支援体制強化の取組
 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成
 地域の相談機関との連携強化
 地域移行・地域定着の促進の取組
 権利擁護・虐待の防止

 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）
 社会資源を活用するための支援（各種支援施策

に関する助言・指導）
 社会生活力を高めるための支援
 ピアカウンセリング
 権利擁護のために必要な援助
 専門機関の紹介

主な担い手⇒市町村相談支援事業

基本相談支援
計画相談支援等
・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業
7

５ 重層的な相談支援体制

出典：「平成30年度新潟県相談支援従事者初任者研修」資料より
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新潟市障がい者基幹
相談支援センター

・東
・秋葉
・西
・中央

燕市障がい者
基幹相談支援
センター

五泉市障がい者基幹
相談支援センター

上越基幹相談支援
センター

【下越圏域】
・支援センターはまなす
・緑風園相談室

【新潟圏域】
・あさひの家
・いずみの里

【県央圏域】
・相談支援センターハート

【魚沼圏域】
・障害児者生活支援センターかけはし

・相談支援センターみなみうおぬま

【中越圏域】
・長岡療育園
・茨内地域生活支援センター【上越圏域】

・障害者（児）相談支援
センターかなや
・上越メンタルネット相談支
援事業所

【佐渡圏域】
・新星学園

平成30年4月1日現在

阿賀野市障がい者基
幹相談支援センター

長岡市障害者基幹相談
支援センター

佐渡市障がい者基
幹相談支援センター

小千谷市障がい者基幹
相談支援センター

６ 県内の基幹相談支援センター設置状況（１/２）

出典：「平成30年度新潟県相談支援従事者初任者研修」資料より
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※参考

委託
相談
支援
事業
所の
有無

開設
時期

実施
体系

(直営
ｏｒ
委託)

人員配置・職種

付与機能

総合相談・専門相談
権利擁護・
虐待防止

相談支援体制強化
地域移行・

地域定着支援

協議会
運営

相談支援の
実施 計画

作成
（個別
給付）

成年後
見制度
利用支
援事業

虐待防
止セン
ター機
能（通
報受
理・相
談）

相談支援
事業所への
専門的指導

相談支援
事業所の
人材育成

関係機
関との
連携強
化の取

組

入所施
設や病
院への
働きか

け

体制整
備の

コーディ
ネート

市民か
らの相

談

プラン
チェック

委託事
業所評

価

1 新潟市 × H26.10 委託
４～５人／１か所当り
【内訳】
・委託 ４～５（相談支援専門員４～５）

○ ○ × ○ × ○ × ○ － ○ ○ ○ ×

2 長岡市 ○ H28.4
直営
（一部
委託）

９人
【内訳】
・直営 ７（事務 ３、保健師 １、権利擁護支援員
（嘱託） ３）
・委託 ２（相談支援専門員で経験３年以上 ２）

○ △ × ○ ○ ○
（委託）

× ○
（委託）

× ○ ○ ○ ○

3 上越市 × H27.4 委託

６人
【内訳】
・委託 ６（精神保健福祉士・社会福祉士 ５、事
務 １）

○ ○

△
（困難
ケースの
み）

× × ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ×

4 小千谷市 ○ H29.10 委託
２人
【内訳】
・委託 ２（相談支援専門員 ２）

○ △ ×

△
（直接的
支援の

み）

△
（直接的
支援の

み）

○ × ○ × ○ ○ ○ ×

5 燕市 ○ H26.4
直営
（一部
委託）

３人
【内訳】
・直営 ３（社会福祉士１、精神保健福祉士２）】

○
（委託）

○ ×
△

（市と連
携）

△
（市と連

携）

○
（委託）

×
○

（委託）
○ ○ ○

（委託）

○
（委託）

△
（市と連

携）

6 五泉市 ○ H24.4
直営
（一部
出向）

５人
【内訳】
・直営 ２（事務 １、保健師 １）
・委託（出向） ３（相談支援専門員３）

○ ○ ×

△
（直接的
支援の
み）

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ×

7 阿賀野市 ○ H28.4 直営

５人
【内訳】
・直営 ５（社会福祉士 １、相談員 ３、事務（臨
時） １）

○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

8 佐渡市 ○ H29.4 直営
３人
【内訳】
・直営 ３（社会福祉士 ３）

○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

・・・委託部分

６ 県内の基幹相談支援センター設置状況（２/２） ※取扱注意

非公表



委託
相談
支援
事業
所の
有無

開設
時期

実施
体系

直営
ｏｒ
委託

人員配置・職種

付与機能

総合相談・専門相談
権利擁護・
虐待防止

相談支援体制強化
地域移行・

地域定着支援

協議会
運営

相談支援の
実施 計画

作成
（個別
給付）

成年後
見制度
利用支
援事業

虐待防
止セン
ター機
能（通
報受
理・相
談）

相談支援
事業所への
専門的指導

相談支援
事業所の
人材育成

関係機
関との
連携強
化の取

組

入所施
設や病
院への
働きか

け

体制整
備の

コーディ
ネート直接

プラン
チェック

委託事
業所評

価

三条市 ○ H33.4 直営
２人
【内訳】
・直営 ２（精神・療育）

○ △ × × △ ○ × ○ △ ○ ○ ○ △

７ 三条市基幹相談支援センターが担う機能（案）

・通報窓口は市とし、直接的支援は基幹にも市
と同様の機能を持たせる。

・現在市が検討中の成年後見センターの立上げ
の動向を注視する。
・上記センターが立ち上がれば障がい者の部分も
そこで担ってもらう。

・相談窓口として市民への積極的な周知はしな
い。
・相談が来たら対応するが初期対応のみとし、そ
の後は適切な相談機関へつなぐ。

・企画は基幹が行い、庶務は市が行う。

・評価ではなく委託事業所の状況の把握をする。

・計画作成に関する相談には乗るが、基本的に
プランチェックは行わない。
・相談支援事業所の人材育成の一環で同様の
効果の見られる取組を行う。
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「全て基幹で担うのが理想・・・」

「特に相談支援事業所の人材育
成に力を入れるべき」

「基幹に配属される職員は経験豊
富な相談支援専門員であるべき」

作業部会からの声



【基幹相談支援センターの役割】
・協議会事務局 ・相談支援専門員の人材育成
・困難ケースのスーパーヴァイズ ・市町村委託事業者のフォロー
・相談支援体制整備 ・指定特定事業所のフォロー

【指定特定・指定障害児・指定一般相談支援事業の役割】
・計画相談対応
・地域移行・地域定着支援の実施
・自立生活援助の実施

【市町村委託相談支援事業の役割】
・サービスにつながりにくいケース対応
・困難ケース対応
・指定特定事業所のフォロー

・指定特定事業者は計画
作成に専念。
・サービスにつながりに
くいケースは委託事業所
が対応。
・特定事業所が困るケー
スは委託事業所が、それ
でも困るケースは基幹が
フォローしていく。
・特定事業所は加算を
しっかりとって経営でき
るようにビジネスモデル
を持つ。

一
体
的
な
運
営
も
想
定

一
体
的
な
運
営
も
想
定

８ 参考

出典：厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課地域生活支援推進室 大平眞太郎相談支援専官 作成資料より
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